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長野県道路メンテナンス会議
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報道機関の皆様へ
・本会議の撮影は会議の冒頭まで（頭撮り）とさせていただきます。

・取材される場合は、１月２５日（水）１７時までに、下記問い合わせ先にご連
絡下さい。

記
日 時 ：平成２９年１月２６日（木） １４：００～１５：３０（予定）
場 所 ：長野県自治会館 大会議室

（長野市大字西長野字加茂北１４３－８）
主な内容（予定） ： ・本会議の設立について

・跨線橋の点検結果
・熊本地震を踏まえた耐震対策の推進
・今後のスケジュｰル

道路が鉄道を跨ぐ跨線橋については、第三者被害の予防及び鉄道の安全性確保等の観点から
維持及び修繕の効率的な実施が必要となっていますが、その実施にあたっては、道路管理者と鉄
道事業者等との間での安全確保等に係る詳細な協議が必要となります。

長野県道路メンテナンス会議は、道路法施行規則の一部を改正する省令（平成２８年１０月２８
日公布）に基づき、跨線橋の計画的な点検及び修繕が図れるよう鉄道事業者等と協議・調整する
場として『長野県道路鉄道連絡会議』を設立します。

第１回の会議を下記のとおり、開催しますのでお知らせします。

第１回 「長野県道路鉄道連絡会議」を開催します
～ 跨線橋の点検及び修繕の効率化を図ります ～
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